
 

 

船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１２月１９日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県枕崎市枕崎港 

 枕崎港東防波堤灯台から真方位０７０°３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３１°１５.６′ 東経１３０°１７.７′） 

事故の概要 漁船第五十五竹
たけ

吉
よし

丸は、北西進中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年２月１３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五十五竹吉丸、１６.０トン 

 ＫＧ２－５５１６（漁船登録番号）、有限会社吉武水産 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に小破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、操業を終え、枕崎港に向けて約 

１２ノットの対地速力で自動操舵により北西進していた。 

船長は、操舵室に設置された背もたれ付きの椅子に腰を掛けて見張

りを行っていたところ、枕崎港の手前約１～２海里の地点で眠気を催

したが、まさか居眠りするとは思わず、同じ姿勢でいたところ、いつ

しか居眠りに陥った。 

本船は、枕崎港東防波堤の消波ブロックに乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.８ｍであった。 

船長は、本事故前日１４時に枕崎港を出港してから休息をとってお

らず、疲労が蓄積していたと本事故後に思った。 

分析 本船は、枕崎港に向けて北西進中、船長が居眠りに陥ったことか

ら、枕崎港東防波堤の消波ブロックに向かう状態で航行し、同消波ブ

ロックに乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、眠気を催した際、椅子に腰を掛けて同じ姿勢で見張りを行

っていたこと、及び疲労が蓄積していたことから、居眠りに陥った可

能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、枕崎港に向けて北西進中、船長が居眠り

に陥ったため、枕崎港東防波堤の消波ブロックに向かう状態で航行

し、同消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 



 

 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・眠気を催した場合、椅子から立ち上がって外気に当たるなどし、

眠気を払拭すること。 

・操業及び航海が長時間に及ぶ場合、適宜、休息することが望まし

い。 

 


